
≪件名≫ 

相続診断システム活用術 第２１号＿「簡易版現状把握レポート」「現状把握および分析レポ

ート」の配偶者の相続割合変更方法 

 

≪本文≫ 

相続診断システム導入企業各位 

（BCC で送信しております） 

 

第２１号では、「簡易版現状把握レポート」「現状把握および分析レポート」の配偶者の相続

割合変更方法を紹介します。 

 

配偶者の相続割合を変更することで、一次相続税・二次相続税が変動し、上記のレポートで

具体的な納税資金の過不足を円グラフで可視化できます。 

 

 

 

1. データ入力シートの『各種算出設定』ボタンを押します。 

 



 

 

 

2. 『配偶者取得割合指定』ボタンを押します。 

「任意指定」に配偶者の相続割合を入力し、『任意指定』ボタンを押します。 

 

 

 

 

3. 上記により、一次相続税・二次相続税が変動します。 

 

相続診断システムを操作されているご担当者さまへ本メールを転送していただきますよう

お願いいたします。（ご担当者さまへ直接配信してほしい場合は、弊社まで担当者名とメー

ルアドレスをお知らせください） 

 

相続診断システム活用術の配信停止を希望される方は、配信停止するメールアドレスを弊



社までお知らせください。 
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バンカーズ・ビジネス・ソリューションズ株式会社 

〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町 13-7 大富ビル２階（受付） 

TEL：03-6868-4792 

Mail：bbs.jp@bankers-bs.com 

HP：http://www.bankers-bs.com/ 
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